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社会福祉法人精華町社会福祉協議会

職員の給与に関する規程

第１章 総 則

（目的）

第１条 この規程は、社会福祉法人精華町社会福祉協議会就業規則第２６条の規

定に基づき、社会福祉法人精華町社会福祉協議会（以下「本会」という。）の職

員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この規程で職員とは、本会就業規則第２条第１項に規定する職員をいう。

２ この規定で給与とは、給料及び手当とする。

（給与の種類）

第３条 職員の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

（１）給料

（２）地域手当

（３）扶養手当

（４）住宅手当

（５）通勤手当

（６）時間外勤務手当

（７）期末手当

（８）勤勉手当

（９）管理職手当

（１０）職務手当

（１１）退職手当

第２章 給 料

（給料）

第４条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給す

る。

２ 職員の給料は、月額とする。

（給料表等）

第５条 職員の給料は、本会給料表（別表１）による。

２ 号級は、職務に応じ、次のとおりとする。

（１）管理職（事務局長・局長補佐・課長）
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（２）医療職（課長補佐・係長・主任・主事・主事補）

（３）事務職・介護職（課長補佐・係長・主任・主事・主事補）

３ 非正規職員等の給与は、本会会長（以下、「会長」という。）が別に定める。

（初任給）

第６条 新たに採用した職員の給料は、初任給基準表を基準とし、その者の学歴、

経歴、年齢、能力等を勘案して、会長がこれを定める。

（昇格）

第７条 職員を昇格（職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以

下同じ。）させるには、昇格させようとする職務の級の定員数に欠員があり、こ

れを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適

すると認められる場合に限るものとする。

（昇給の基準等）

第８条 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから、その号給につい

て１２月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、１号給上位の号給に

昇給させることができる。

２ 前項第１項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

３ 昇給の時期は、毎年４月１日、１０月１日とする。

（降格）

第９条 健康、適正または職務遂行能力等の変動により、または懲戒事由に該当

し、職務に変更が生じた場合は降格することがある。

２ 職員を降格させる場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けて

いた号給と同じ額の号給（同じ額の号給がないときは、直近下位の号給）とす

る。

（給与の支給方法等）

第１０条 職員の給料計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は毎

月２３日（当日が休日の場合であるときは直前の休日でない日）とする。

２ 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は、支給日を変更す

ることができる。

３ 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給等により給料額

に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

４ 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

５ 職員が死亡したときは、その日までの給料を支給する。

６ 第２項または第３項の規定により支給する給料額は、当該月の現日数から勤

務しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

７ 給与は、通貨または銀行振込で職員にその全額を支給する。ただし、法令に
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より定めのあるもの及び職員の過半数を代表する者と書面により協定したもの

は、これを控除して支払う。

第３章 諸 手 当

（地域手当）

第１１条 地域手当は、基本給の６％を支給する。

（扶養手当）

第１２条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職

員の扶養を受けているものをいう。

（１）配偶者

（２）満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

３ 扶養手当の額は、前項第１号に該当する扶養親族については 13,500 円、同項

第２号の扶養親族については 1人につき 5,500 円とし、3人目以降については 1

人につき 5,000 円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち 1人につい

ては 11,000 円）とする。

４ 扶養手当を受給しようとする者は、所定の扶養親族届を提出しなければなら

ない。また、受給資格の消滅あるいは扶養親族に変更が生じた場合には、速や

かに異動届を提出しなければならない。

５ 支給の開始、停止及び変更は事実の発生月の翌月からとする。

（住宅手当）

第１３条 住宅手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

（１）本人の居住に必要な住宅を賃借し、月額 12,000 円を超える家賃を支払

っている職員。

（２）新築、または新たに購入した持ち家居住者で世帯主である職員。

２ 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる額（その額に 100 円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額）に相当する額を支給する。

（１）月額 23,000 円以下の家賃を支払っている職員は、家賃の額から 12,000

円を控除した額

（２）月額 23,000 円を超える家賃を支払っている職員は、家賃の額から 23,000

円を控除した額の２分の１（16,000 円を超えるときは 16,000 円）に 11,000

円を加算した額

（３）新築、または新たに購入した持ち家居住者で世帯主である職員は、当該

住宅が新築または購入がなされた日から起算して５年を経過するまでの間

2,500 円

３ 支給事由発生・変更・消滅があった場合は、速やかに本会へ書面に証明書類

を添付し届け出るものとする。
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４ 手当の始期及び終期は、支給事由が発生した月の翌月から消滅事由が発生し

た月までとする。

（通勤手当）

第１４条 通勤手当は、職員が通勤で公共交通機関を利用する場合に、公共交通

機関の１ヶ月分の定期券に相当する額（６ヶ月定期分の額を１ヶ月分に換算し

た額）を支給する。ただし、月額が 20,000 円を超える場合は 20,000 円を支給

する。

２ 前項の公共交通機関以外の方法（自動車等）を利用する場合は、通勤のため

の合理的な経路の距離に応じて次のとおり通勤手当を支給する。

（１）往復の距離（ｋｍ）×２３日×（毎年 4月 1日及び 10 月 1 日現在のガ

ソリン単価）÷１０

（２）前号の額が 20,000 円を超える場合は、20,000 円

３ 支給事由発生・変更・消滅があった場合は、速やかに本会へ書面にて届け出

るものとする。

４ 通勤手当の支給は、新たに支給要件が具備されるに至った場合においてはそ

の日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合には、その日の属する月）か

ら開始し、またはその支給額を改定する。ただし、通勤手当の支給開始につい

ては、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から１５日を経過し

た後にされた場合は、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の

初日の場合には、その日の属する月）から行うものとする。

５ 通勤手当の支給を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じた場

合は、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合には、

その日の属する月）から支給額を改定する。

６ 職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により、月の 1 日から末日までの期

間の全日数に渡って通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給す

ることができない。

（時間外勤務手当）

第１５条 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の

勤務時間を越えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第１７条に規

定する勤務１時間当たりの給与の額に正規の勤務時間を越えてした次に掲げる

勤務区分に応じてそれぞれ定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合は、その割合に更に 100 分の 25 を加算した割合）を乗

じて得た額を勤務時間外手当として支給する。

（１）正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 １００分の１２５

（休日勤務手当）

第１６条 職員が休日勤務した場合の取り扱いは、振替休日を与えておこなうも

のとする。
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２ 第１項により難い場合、休日勤務手当は所定の休日に勤務した場合に、次の

計算により支給する。

（１）休日勤務手当＝基本時間額×１．２５×時間外勤務時間数

３ 法定休日に勤務した場合には、次の計算により支給する。

（１）法定休日勤務手当＝基本時間額×１．３５×法定休日勤務時間数

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１７条 勤務１時間当たりの給与額は、地域手当、職務手当を含んだ給与の月

額を１ヶ月当たりの平均所定労働時間数で割り、算出した額をいう。

（期末手当）

第１８条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する職員に対して、６月３０日、１２月１０日に支給する。ただし、

取引銀行等が休日の場合はその前日に支払う。

２ 期末手当の額は、給与月額に地域手当、扶養手当の月額を合計した額（以下

「期末手当基礎額」という。）に６月は 100 分の 140 を上限、１２月は 100 分の

160 を上限とする範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間 割合

６ヶ月 １００分の１００

５ヶ月以上６ヶ月未満 １００分の８０

３ヶ月以上５ヶ月未満 １００分の６０

３ヶ月未満 １００分の３０

（勤勉手当）

第１９条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前６

ヶ月以内におけるその者の勤務成績に応じて６月３０日、１２月１０日に支給

する。ただし、取引銀行等が休日の場合はその前日に支払う。

２ 勤勉手当の額は、給与月額に地域手当、扶養手当の月額を合計した額に 100

分の 75 を上限とする範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間 割合

６ヶ月 １００分の１００

５ヶ月１５日以上６ヶ月未満 １００分の９５

５ヶ月以上５ヶ月１５日未満 １００分の９０

４ヶ月１５日以上５ヶ月未満 １００分の８０

４ヶ月以上４ヶ月１５日未満 １００分の７０

３ヶ月１５日以上４ヶ月未満 １００分の６０

３ヶ月以上３ヶ月１５日未満 １００分の５０

２ヶ月１５日以上３ヶ月未満 １００分の４０
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２ヶ月以上２ヶ月１５日未満 １００分の３０

１ヶ月１５日以上２ヶ月未満 １００分の２０

１ヶ月以上１ヶ月１５日未満 １００分の１５

１５日以上１ヶ月未満 １００分の１０

１５日未満 １００分の５

０日 ０

（管理職手当）

第２０条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち、その職の特

殊性に基づき管理職手当を支給する。

２ 管理職手当の支給額は次のとおりとする。

（１）事 務 局 長 ６０，０００円

（２）事務局長補佐 ５０，０００円

（３）課 長 ４０，０００円

３ 第１項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当は支給

しない。

（職務手当）

第２１条 職務手当は、その職の特殊性に基づき次の額を支給する。

（１）課長補佐 ２０，０００円

（２）係 長 １５，０００円

（３）正看護師 ３０，０００円

（退職手当）

第２２条 職員が退職した場合に支給される退職手当（死亡による退職の場合は

その遺族）は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところに

より支給する。

（給与の減額）

第２３条 給与計算期間内に給与控除の対象となる休職、出勤停止等の欠勤があ

る場合（その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く）は、その勤

務しない日について日割計算または時間割計算により算出した額を減額する。

給料＋地域手当＋管理・職務手当＋扶養手当＋住宅手当

減 額＝ ×不就労日数

１ヶ月当たりの所定労働日数

（休職者の給与）

第２４条 職員が就業規則第９条第１項の各号に掲げる理由に該当して休職を命

じられたときは、その休暇期間中の給与については無給とする。



- 7 -

（育児介護休業中の給与）

第２５条 就業規則第２２条、第２３条の規定に基づく育児介護休業期間中の給

与については無給とする。

（その他）

第２６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成 ８年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成１３年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成１８年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。

この規程は、平成２３年 １月 １日から施行する。



別表１（第４条関係）

勤続
年数

号級 給料月額
勤続
年数

号級 給料月額 号級 給料月額

１－３ 138,800 ４－１ 218,200
1 １－４ 143,300 ４－２ 226,200
2 １－５ 148,500 2 ２－３ 183,000 ４－３ 234,600
3 １－６ 154,300 3 ２－４ 189,400 ４－４ 243,500
4 １－７ 160,200 4 ２－５ 196,100 ４－５ 252,500
5 ２－２ 170,700 5 ２－６ 202,600 ４－６ 260,900
6 ２－３ 177,400 6 ２－７ 209,200 ４－７ 269,300
7 ２－４ 184,400 7 ２－８ 215,600 ４－８ 277,600
8 ２－５ 190,200 8 ２－９ 222,400 ５－７ 288,000
9 ２－６ 195,500 9 ２－１０ 229,700 ５－８ 296,400
10 ３－４ 205,700 10 ２－１１ 236,600 ５－９ 304,800
11 ３－５ 213,300 11 ２－１２ 244,300 ５－１０ 313,100
12 ３－６ 221,100 12 ２－１３ 249,800 ５－１１ 321,100
13 ３－７ 229,000 13 ２－１４ 256,200 ５－１２ 328,500
14 ３－８ 236,400 14 ２－１５ 261,700 ６－１０ 338,700
15 ３－９ 242,800 15 ２－１６ 267,700 ６－１１ 348,000
16 ３－１０ 249,200 16 ２－１７ 272,100 ６－１２ 357,200
17 ３－１１ 255,400 17 ２－１８ 277,200 ６－１３ 366,100
18 ４－６ 260,900 18 ２－１９ 281,600 ６－１４ 374,800
19 ４－７ 269,300 19 ２－２０ 286,000 ６－１５ 382,300
20 ４－８ 277,600 20 ３－１２ 293,200 ６－１６ 387,800
21 ４－９ 285,700 21 ３－１３ 301,100 ６－１７ 392,800
22 ４－１０ 293,600 22 ３－１４ 308,800 ６－１８ 396,200
23 ４－１１ 301,300 23 ３－１５ 316,100 ６－１９ 399,700
24 ４－１２ 308,600 24 ３－１６ 323,100 ６－２０ 403,100
25 ４－１３ 315,600 25 ３－１７ 329,500 ６－２１ 406,500
26 ４－１４ 322,400 26 ３－１８ 335,500 ６－２２ 409,900
27 ４－１５ 328,400 27 ３－１９ 339,400 ６－２３ 413,300
28 ４－１６ 334,000 28 ３－２０ 343,400 ６－２４ 416,700
29 ４－１７ 337,600 29 ３－２１ 346,800
30 ４－１８ 340,900 30 ３－２２ 349,500
31 ４－１９ 344,000 31 ３－２３ 352,100
32 ４－２０ 346,300 32 ３－２４ 354,400
33 ４－２１ 348,500 33 ３－２５ 356,700
34 ４－２２ 350,800 34 ３－２６ 358,700
35 ４－２３ 353,000 35 ３－２７ 360,800
36 ４－２４ 355,200 36 ３－２８ 362,900
37 ４－２５ 357,600 37 ３－２９ 365,100

社会福祉法人精華町社会福祉協議会事務局職員給料表
平成22年4月1日

単位：円

管理職医療職（一般）事務職・介護職（一般）


